
大規模氾濫減災協議会制度について
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 大規模氾濫減災協議会は、洪水予報河川又は水位周知河川を対象に組織。

 国管理河川は大規模氾濫減災協議会の組織を義務づけ。 （水防法第15条の９第１項）

 都道府県管理河川は都道府県の体制など地域の実情も踏まえ組織することができる。 （水防法第15条の10第１項）

• ただし、都道府県大規模氾濫減災協議会についても、協議会の趣旨を踏まえ、全ての対象河川において協議会を組織すべ
く努めるようお願いする。

• また、協議会の対象河川以外の河川についても同様の取組を推進することは有効なので、協議会の取組に含めることが望
ましい。

 「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として既に組織又は組織を進
めている協議会を法律上の「大規模氾濫減災協議会」へ改組。

 設置単位は、これまでの協議会と同様に、協議会の構成員となる地方
公共団体等の負担を軽減するため、圏域や行政界などを考慮して複数
河川をまとめて組織することも可能。

 水防法に基づき組織された協議会であることを明確にするため、規約
に水防法に基づく協議会であることの他、対象河川、構成員等を記載。

 協議会の名称は「大規模氾濫減災協議会」以外の名称や、既存の協議
会の名称を使用することが可能。

 被害軽減に資する取組の対象とする外力は、現況施設能力を超える洪
水から想定最大規模の降雨による洪水までの氾濫が発生し得る多様
な洪水を対象。

対象河川

設置単位等

対象外力

協議会の構成イメージ例 洪水浸水想定区域

国管理河川

都道府県等管理河川

一級水系指定区間と二級河川を
まとめて設置

国管理河川協議会を
指定区間に拡大して設置

複数の二級河川を
まとめて設置

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく協議会の設置状況
（H29.4末時点）・国管理河川：全１２９地区で設置済み

・都道府県管理河川：７０地区で設置済み（合同10地区含み）
全体で３７２地区設置見込み（合同63地区含み）

※法律で規定されていない事項については技術的助言である。

背 景

多様な関係者が連携して洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するため「大規模氾濫減災協議会」制度を創設

・大規模氾濫によって多数の逃げ遅れが生じたH27関東・東北豪雨では、的確な避難勧告の発令や広域避難体制の整備の必要といった課題が明らかに

・このような課題に対応するためには、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者が、あらかじめ密接な連携体制を構築しておくことが必要
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協議会の設置単位例（岩手県） 協議会の設置単位例（新潟県）

北上川上流
洪水減災対策協議会

馬淵川米代川新井田川圏域
洪水減災対策協議会

三陸圏域洪水減災対策協議会 荒川大規模氾濫に関
する減災対策協議会

阿賀野川大規模氾濫に関
する減災対策協議会

水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会

信濃川中流及び魚野川大規模氾濫に
関する減災対策協議会

関川・姫川大規模氾濫に関する
減災対策協議会

三面川周辺地域における
減災対策協議会

胎内川・加治川周辺地域におけ
る減災対策協議会

鯖石川・鵜川・島崎川周辺地域
における減災対策協議会

上越地域における二級河川
減災対策協議会

糸魚川地域における
二級河川減災対策協議会

佐渡地域における
二級河川減災対策協議会

※今後、法定協議会の設置に向けて変更される可能性がある。

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく協議会の設置単位例



 大規模氾濫減災協議会の構成員は以下のとおり。（水防法第15条の９第２項、同15条10第２項）
 これらの者から委任を受けた者を構成員とすることができる。なお、発災時の対応において実務上責任を有する者などの

協議会の趣旨を達成できる者を対象。

 「当該河川の存する市町村に隣接する市町村長その他の国土交通大臣（都道府県知事）が必要と認める者」として想定さ
れる構成員は以下のとおりであるが、協議会毎に実施すべき取組内容等の地域の実情に鑑みて決定。

・浸水が想定される近隣の市町村 ・広域避難の受入先として想定される近隣の市町村
・警察、消防、自衛隊 ・地形情報を有する国土地理院
・洪水時の運行調整等が必要となる公共交通事業者 等

 都道府県大規模氾濫減災協議会においては国の支援等として河川事務所長等が積極的に参画。

大規模氾濫減災協議会の構成員

3

大規模氾濫減災協議会の構成員

※法律で規定されていない事項については技術的助言である。

大規模氾濫減災協議会 都道府県大規模氾濫減災協議会

国土交通大臣

当該河川の存する都道府県知事

当該河川の存する市町村長

当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者

当該河川の河川管理者

当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する気象台長

＜国管理河川＞ ＜都道府県管理河川＞

当該河川の存する市町村に隣接する
市町村長その他の国土交通大臣（都道府県知事）が必要と認める者



大規模氾濫減災協議会の取組内容

4

 協議会においては、当該地域の水害リスク情報、各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組
状況、減災の取組を進めるうえで前提となる河川整備等の状況等について十分に共有を図ったうえで、以下の取組等を参
考に地域の実情等に応じて必要な取組を実施。

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

・洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの確認

・避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認

・水害危険性（浸水想定及び河川水位等の情報）の周知

・ＩＣＴ等を活用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の改善・充実

・隣接市町村等への広域避難体制の構築

・要配慮者利用施設等における避難計画等の作成・訓練に対する支援

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

・想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の共有

・洪水ハザードマップの作成・改良と周知

・まるごとまちごとハザードマップの促進

・住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実

・防災教育の促進

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備

・危機管理型ハード対策の実施

・河川防災ステーション等の整備

・避難場所、避難経路の整備

大規模氾濫減災協議会の取組内容

※法律で規定されていない事項については技術的助言である。



大規模氾濫減災協議会の取組内容

5

（２）的確な水防活動のための取組

①水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

・重要水防箇所の確認

・水防資機材の整備等

・水防訓練の充実

・水防に関する広報の充実

・水防団間での連携、協力に関する検討

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

・災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実

・洪水時の市町村庁舎等の機能確保のための対策の充実

・大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

・排水施設、排水資機材の運用方法の改善及び排水施設の整備等

・浸水被害軽減地区の指定

（４）その他

・災害時及び災害復旧に対する支援強化

・災害情報の共有体制の強化

大規模氾濫減災協議会の取組内容

※法律で規定されていない事項については技術的助言である。



大規模氾濫減災協議会の取組内容

 大規模氾濫減災協議会の構成員がそれぞれ連携して、概ね5年以内で実施する取組内容については、
「地域の取組方針」としてとりまとめ、関係者で共有。

「地域の取組方針」の作成

「地域の取組方針」の作成例 （鬼怒川・小貝川下流）
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※法律で規定されていない事項については技術的助言である。



大規模氾濫減災協議会の取組内容

7

取組事例

小学生を対象とした防災学習会（常呂川）

住民も参加した重要水防箇所の共同点検（鬼怒川・小貝川下流）水害対応タイムライン検討会の様子（阿武隈川上流）

要配慮者の避難を想定した実践的な避難訓練（遠賀川）



8

大規模氾濫減災協議会の取組内容

 国土交通省水管理・国土保全局「水防災意識社会再構築ビジョン」ＨＰで、取組内容や進捗状況等をタイムリーに広報

国土交通省ＨＰでの周知

趣旨、ポイント

の説明へ

協議会名称 進捗を矢印で表示

各協議会HPにリンク

氾濫想定区域の

情報や取組事例の

ページ等にリンク

【ＵＲＬ】http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/index.html

取組事例へ

協議会情報へ

ソフト対策

ハード対策

の説明へ

取組内容を
簡潔に紹介

各事例の紹介ページ（協議会ＨＰ）にリンク

全国の協議会の
詳細情報を掲載

全国の協議会の
取組事例を共有



大規模氾濫減災協議会の留意事項

 協議会で協議が調った事項については、構成員は協議結果を尊重する義務を負う。そのため、「地域の取組方針」
としてとりまとめられた内容については各構成機関の計画等へ反映するなどして取組を推進。

（水防法第15条の９第３項、同15条の10第３項）

協議事項の尊重義務

 協議会の取組内容については、減災に関して広く住民等へ周知を図る観点から各構成機関のホームページ等を
通じて公表・周知を行い、防災・減災の啓発活動に努める。

取組内容の公表

 毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」に基づく取組の実施状況等を確認・共有し、必要に応じて
取組内容を見直すなど、取組内容の点検・改善を行い、防災・減災の取組を継続的に推進。

取組内容のフォローアップ
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※法律で規定されていない事項については技術的助言である。

 協議会の取組事項は多岐にわたることから、協議会の下に分科会や幹事会等を設置して、個別事項に関する検
討や地区毎の検討などを実施することも、協議会を円滑に運営するうえで有効。

協議会の円滑な運営



当面のスケジュール等
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 平成３０年出水期までを目途に、国管理河川、都道府県管理河川の全ての対象河川において、大規模氾濫減災
協議会を組織し、「地域の取組方針」を取りまとめることを目標に取組を実施。

 各地方整備局に相談窓口を設置

 国協議会での先行事例等の情報提供

 国がアドバイザー等として参画

 国協議会と合同で都道府県協議会を開催

 協議会の取組方針に基づき実施するハード・ソフト一体となった事業に対する財政支援（防災安全交付金）

当面のスケジュール

都道府県大規模氾濫減災協議会の設置に向けた支援

平成30年出水期目途

平成29年度 平成31年度 平成33年度平成32年度平成30年度

・既設協議会の大規模氾濫減災協議会への移行

「地域の取組方針」の策定

※国交省として想定しているスケジュール

フォローアップ
追加、修正

・新たに大規模氾濫減災協議会を組織

フォローアップ
追加、修正 フォローアップ

追加、修正 フォローアップ
追加、修正

※法律で規定されていない事項については技術的助言である。


